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予防給付相当サービス【相当】の事業者指定基準・サービス単価（案） 

 

１ 訪問型サービス（介護予防訪問介護相当） 

利用対象者 要支援者１・２，事業対象者 

サービス内容 専門職である訪問介護員による「身体介護」，「生活援助」を提供 

人員基準 

国 国が規定した従来の基準と同様 

・ 管理者※１   常勤・専従１以上 

・ 訪問介護員等  常勤換算 2.5 以上 

【資格要件：介護福祉士，介護職員初任者研修等修了者】 

・ サービス提供責任者 

   常勤の訪問介護員のうち，利用者 40 人に 1 人以上※２ 

 【資格要件：介護福祉士，実務者研修修了者， 

３年以上介護等の業務に従事した介護職員初任者研修等修了者】 

※１ 支障がない場合，他の職務，同一敷地内の他事業所等の職務に従事可能 

※２ 一部非常勤職員も可能 

設備基準 
国 国が規定した従来の基準と同様 

・事業の運営に必要な広さを有する専用の区画   ・必要な設備・備品 

運営基準 

国 国が規定した従来の基準と同様 

・個別サービス計画の作成  ・運営規程等の説明・同意 

・提供拒否の禁止  ・訪問介護員等の清潔の保持・健康状態の管理  

・秘密保持等  ・事故発生時の対応  ・廃止，休止の届出と便宜の提供 等 

単価設定の単位 
国 国が規定した従来の基準と同様 

・１月あたり 

報酬額 

国 国が規定した従来の基準と同様 

・週１回程度   【1,168単位】 

 ・週２回程度   【2,335 単位】 

・週２回程度超  【3,704単位】 

加算・減算 国 国が規定した従来の基準と同様 

単位数単価 
国 国が規定した従来の基準と同様 

・１単位=10.42 円（6 級地） 

利用者負担割合 
国 国が規定した従来の基準と同様 

・介護保険負担割合に基づき１割又は２割 

支給限度額管理 対象 
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２ 通所型サービス（介護予防通所介護相当） 

利用対象者 要支援者１・２，事業対象者 

サービス内容 生活機能の向上のための機能訓練など，通所介護と同様のサービスを提供 

人員基準 

国 国が規定した従来の基準と同様 

・管理者※１ 常勤・専従１以上 

・生活相談員 専従１以上 

・看護職員  専従１以上 

・介護職員  ～15 人   専従１以上 

        15 人～  利用者 1 人に専従 0.2 以上 

             （生活相談員・介護職員の１以上は常勤） 

・機能訓練指導員 1 以上 

※ 支障がない場合，他の職務，同一敷地内の他事業所等の職務に従事可能 

設備基準 

国 国が規定した従来の基準と同様 

・食堂・機能訓練室（3 ㎡×利用定員以上）   ・静養室，相談室，事務室 

・消防設備その他の非常災害に必要な設備     ・必要なその他の設備・備品 

運営基準 

国 国が規定した従来の基準と同様 

・個別サービス計画の作成       ・運営規程等の説明・同意・提供拒否の禁止  

・訪問介護員等の清潔の保持・健康状態の管理  ・秘密保持等・事故発生時の対応 

・廃止・休止の届出と便宜の提供 等 

単価設定の単位 
国 国が規定した従来の基準と同様 

・１月あたり 

報酬額 

国 国が規定した従来の基準と同様 

 ３時間以上/回 

 ・週１回程度 【1,647 単位】 

 ・週２回程度 【3,377 単位】 

加算・減算 国 国が規定した従来の基準と同様 

単位数単価 
国 国が規定した従来の基準と同様 

 １単位=10.27 円（6 級地） 

利用者負担割合 
国 国が規定した従来の基準と同様 

介護保険負担割合に基づき１割又は２割 

支給限度額管理 対象 
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